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「ときめきメールマガジン」は、農山漁村ときめき女性に関する情報や、農林水産業、男女共同参画等の様々
な最新情報をお知らせし、皆様で情報交換していただくためのメールマガジンとして配信しています。

今回は令和７年度静岡県鳥獣被害対策総合アドバイザー養成研修の受講生募集のお知らせです。

【令和７年度静岡県鳥獣被害対策総合アドバイザー養成研修の受講生募集のお知らせ】

各地域において総合的な被害防止対策を組み立て、指導ができる人材を養成するため、野生鳥獣の生態や
被害防止対策等の知識・技術を習得する研修を実施します。受講希望者は、８月末までに食と農の振興課ま
でお問い合わせください。

１　主催
　　静岡県（経済産業部農業局食と農の振興課）

２　講師
　（１）ネイチャーステーション　代表　古谷益朗　氏
　（２）静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター　神谷上席研究員
　（３）静岡県くらし・環境部環境局自然保護課　大池主事

３　開催日時及び内容
　（第１部）　令和７年９月 30日（火）午後１時20分から午後４時まで
　　　　　　　　加害鳥獣の被害防止対策（講義）

　（第２部）　令和７年10月１日（水）午前10時から午後４時まで
　　　　　　　　集落環境診断法（講義＋実地）

　（第３部）　令和７年10月２日（木）午前10時から午後３時50分まで
　　　　　　　　有害鳥獣捕獲の基礎と電気柵の設置方法（講義＋実地）

４　会　　場
　函南町農村環境改善センター多目的ホール（函南町丹那333-1）　

５　受講対象者及び定員
　（１）対象者
　　　市町・農協・県職員、農林業者、猟友会会員、鳥獣被害対策実施隊等で、原則全日程を受講できる者
  （２）定員
　　　 50人（申込者が定員を超えた場合、調整のうえ受講者を決定します。）

６　問い合わせ先
　　食と農の振興課地域振興班　
　　電話番号：054-221-2749



　　メールアドレス：chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp
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静岡県　経済産業部　農業ビジネス課　担い手育成・支援班
Ｅ-mail　 nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
ＴＥＬ　　054-221-2617
ＦＡＸ　　054-221-3688
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○今後配信の必要のない方は、お手数ですが上記記宛に配信停止のご連絡をお願いします。
その際は『ときめきメールマガジン』の配信停止である旨、ご記載願います。
○メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の変更希望と記載の上、
　新メールアドレス、旧メールアドレス、お名前をお知らせ下さい。


